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令和３年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）その６ 

令和３年12月７日（火） 

                                            

（午後２時35分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番11、４番 森下君。 

〔４番（森下伸吾君）登壇〕 

○４番（森下伸吾君）それでは、ただ今、議

長のお許しを頂きましたので、通告に従い一

般質問を行わせていただきます。 

 今回の一般質問１項目めとしまして、防犯

カメラ設置に補助制度を設けてはどうかにつ

いてお聞きいたします。 

 市民の安心安全を守る防犯対策の一つとし

て、防犯カメラの設置の要望が多く寄せられ

ています。しかしながら、機器設置には財源

の確保が課題となっています。 

 そこで、区・自治会が独自に防犯カメラを

設置する際、その費用の一部を補助する制度

を設けてはいかがでしょうか。当局の見解を

お伺いいたします。 

 次に、２項目めとしまして、コロナ克服・

新時代開拓のための経済対策についてお聞き

いたします。 

 政府は11月19日、臨時閣議を開き、新型コ

ロナウイルスの影響長期化などに対応する新

たな経済対策を決定しました。 

 本市として迅速に対応するためにも、今か

ら予測し計画を立てていくべきだと考えます

が、当局の見解をお伺いいたします。 

 １、18歳以下に10万円相当の給付について。 

 ２、一人当たり最大２万円相当のマイナポ

イント付与について。 

 ３、新型コロナウイルスワクチンの追加接

種（３回目接種）について。 

 ４、その他予測される問題についてをお聞

きいたしまして、壇上からの私の１回目の質

問といたします。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君の質問項

目１、防犯カメラ設置に補助制度を設けては

どうかに対する答弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）防犯カメラ設

置に補助制度を設けてはどうかについてお答

えします。 

 令和３年９月市議会定例会一般質問におけ

る４番議員からの防犯カメラ設置計画に関す

る質問に際し、市としては防犯カメラの市内

全域への設置計画はない旨、答弁をいたしま

した。 

 一方で、防犯カメラに関しては、以前より

区・自治会からの設置に関する相談に対し、

区・自治会で設置する場合の各種提案もして

きたところです。橋本市区長連合会からは、

令和３年８月、和歌山県知事に対して防犯カ

メラの設置補助要望を行いましたが、不採択

となりました。 

 防犯カメラ設置に対する区・自治会の関心

の高まりもあり、市としても区・自治会が独

自に設置する防犯カメラについて、その費用

の一部を補助する制度の創設を検討したいと

考えています。今後も地域と連携した防犯対

策に取り組んでまいりますので、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君、再質問

ありますか。 

 ４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

それでは、ご答弁を頂きましたので、再質問

をさせていただきます。 
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 防犯カメラについてでありますが、前回に

引き続き、何度かこの防犯カメラについては

私、一般質問をさせていただきましたが、そ

の都度厳しいご答弁でございました。今回は

はっきりと取り組んでいただくというご答弁

を頂きまして、先ほどと同じで感謝を申し上

げたいと思います。ぜひとも補助制度創設に

向けて取り組んでいただきたいと思います。 

 他の自治体でも同様の補助制度を設けてい

るところもございますので、そういうところ

も参考にしながら設置できるのではないかな

と思いますが、その点いかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）そのとおりで、

私どもも他の自治体の例も参考にしながら制

度設計を進めていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

せっかくいい補助制度でございますので、つ

くったはいいけども使ってもらわないとやは

り意味がないと思いますので、これをどう周

知していくかということもあると思いますの

で、その点の周知の方法もいろいろ考えてい

らっしゃるのかなと思いますが、その点いか

がでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）これから事務

手続きとして、この補助制度に係る設置要綱

というものを例規審査にかけて立ち上げてい

きたいと。その上で予算が可決された後に、

まず区長理事会のほうにその旨を説明し、ま

た市広報であるとか、そういったところを活

用する、あるいは地域担当職員制度というの

もございますので、やっぱりその地域に出向

いて、こういう補助制度があるということも

周知をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

よろしくお願いします。かつてないほど良い

答弁を頂きましたので再質問を思いつきませ

んので、これで１項目めを終わりたいと思い

ます。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、コ

ロナ克服・新時代開拓のための経済対策に対

する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（土井加奈子君）登壇〕 

○健康福祉部長（土井加奈子君）コロナ克服・

新時代開拓のための経済対策についてお答え

します。 

 まず、一点目の18歳以下に10万円相当の給

付については、２番議員へのご質問において

答弁させていただきましたが、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支

援する取組の一つとして、国から一時金が給

付されるものです。所得制限はありますが、

０歳から18歳までの子どもに一人当たり10万

円相当の給付を行うもので、本市におきまし

ても、まずは年内に子ども一人当たり５万円

の現金給付を開始する予定です。 

 対応としましては、今定例会で補正予算の

審議・可決を経て、児童手当のシステムを利

用し、申請が不要な子どもの対象世帯から受

給拒否の申出がない限り、プッシュ型支給で

対応していきます。タイトな日程になります

が、担当課では予測できる範囲で年内の支払

い予定日を設定し、事前調整を進めています。 

 また、現在本市から児童手当を支給してい

ない公務員世帯や16歳から18歳までの子ども

のいる世帯については、保護者からの申請方

式により、年明けからの給付を順次予定して

おります。 

 ２番議員へのご質問においても答弁させて

いただきましたが、閣議決定で公表されまし
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た来春までに子育て関連に使える５万円相当

のクーポン等の支給については、今後国から

示される実施要領や条件等を踏まえた上で、

現金給付もあり得ることを想定し、その給付

方法を検討してまいります。 

 次に、三点目の新型コロナワクチンの追加

接種（３回目接種）についてお答えします。 

 国によりますと、新型コロナワクチンは発

症予防効果等があるとしていますが、時間の

経過に伴い、感染予防効果や、高齢者におい

ては重症化予防効果についても徐々に低下し

ていくことが示唆されています。一方、追加

接種により低下した感染予防効果や重症化予

防効果等を高める効果があることが、臨床試

験や様々な疫学研究等で報告されています。 

 このため、国の新型コロナワクチン追加接

種（３回目）の実施方針に基づき、本市にお

いても感染拡大防止と重症化予防の観点から、

１・２回目の接種を受けた方が追加接種を実

施できるよう手続きを進めています。 

 実施期間は、令和３年12月１日から令和４

年９月30日までとされており、２回目接種完

了から原則８か月以上経過した18歳以上の方

を対象に１回の追加接種を行います。 

 使用するワクチンは１・２回目に使用した

ワクチンの種類にかかわらず、ｍＲＮＡワク

チンとされており、ファイザー社ワクチンま

たは武田/モデルナ社ワクチンを接種する予

定です。 

 本市の接種スケジュールについては、医療

従事者の方は12月から、高齢者をはじめとす

る一般の方は来年２月から接種を開始します。 

 市民の皆さまには、接種対象時期が到来し

ましたら、医療機関での混乱を避けるため、

１週間単位で接種券を送付する予定です。接

種券が届いた方から希望する医療機関に予約

をしていただき接種を受けることとなります。 

 引き続き、国などからの情報収集に努める

とともに、ワクチン接種の円滑な実施に向け、

医師会等関係機関とも連携しながら進めてま

いります。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

〔総務部長（小原秀紀君）登壇〕 

○総務部長（小原秀紀君）次に、二点目の一

人当たり最大２万円相当のマイナポイント付

与についてお答えします。 

 マイナポイントの付与を受けるには、マイ

ナンバーカードを取得する必要があることか

ら、マイナンバーカードの交付を担当する市

民課には、マイナポイントに関する問合せが

窓口、電話ともに多数寄せられており、市民

の皆さまの関心の高さが伺えます。しかしな

がら、このことに関しましてはマスコミ等に

よる報道が先行しており、事業の詳細が確定

しておらず、実施のための正確な情報が国か

ら届いていないのが現状です。 

 また、市民課において、総務省より貸与を

受けているマイナポータル用端末により、マ

イナポイントの予約・申込み手続きを支援し

ていますが、この端末の貸与期限が令和４年

３月末に到来するなど、来年度以降の対応方

法が不確定な状況です。 

 今後国、県から発出される情報等を注視し

ながら、市民の皆さまがスムーズに希望され

る申込みや登録等を行えるよう、市民課だけ

でなく保険年金課など関係する課との連携も

図りながら準備を進めてまいります。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）次に、四点目

のその他予測される問題についてお答えしま

す。 

 本経済対策は11月19日に閣議決定され、国

では、令和３年度補正予算を当初予算と一体

的に編成するとしています。 

 現時点では、各施策の具体的内容について
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情報が不十分で、予測される問題をお答えす

ることは難しいですが、引き続き情報収集に

努め、経済対策に係る各施策を迅速かつ計画

的に実施していきたいと考えています。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君、再質問

ありますか。 

 ４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

それでは、再質問をさせていただきます。 

 昨日から臨時国会が始まりまして、この補

正予算に関しても審議をされておるところで

はございますので、これからもちろん出てく

ることでまだ分からないところが多いんです

けども、ただ、やはりこの次の議会となりま

すと３月議会になってしまいますので、今さ

せていただかないといけないかなと思いまし

て、今回質問をさせていただくことになりま

した。 

 まず、一つ目の10万円給付に関してですが、

昨日の２番議員のご答弁と私が聞きたかった

こと、ほぼ同じような形なんで理解をできて

いるところもあるんですが、９日の今度議案

審議のところでも提案されておりますので、

そこでも審議ができると思いますのでいいか

なとは思うんですが、少し気になるところも

ありますのでお聞きしたいと思います。 

 先ほどのご答弁であれば、５万円の前半の

部分は、児童手当を受けている16歳までの世

帯は年内の給付を、支給をめざして取り組ん

でいただいているということでありました。

16歳から18歳までの子どものいる世帯に関し

ては保護者からの申請方式になるので、来年

以降になるということだったと思います。例

えば、そしたら、私は今３人の子どもがおり

まして、中学生が２人おりまして、高校生が

１人おるんですが、こういった場合ですと中

学生２名分だけが年内に支給になって、高校

生１名は来年に支給されるというような感じ

になるのでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）今回の先行

する５万円の現金給付につきましては、国の

予備費が充当されるということなんですけれ

ども、児童手当が本市から支給されている世

帯につきましては、今回の所得制限がありま

すので、対象となる世帯の所得が分かったり

ですとか、児童手当を振り込む振込先の口座

が分かっているので、中学生以下の世帯につ

いては年内に、12月23日をめどに振り込ませ

ていただくよう進めておるところなんですけ

れども、同時に、その世帯に同じく属する16

歳から18歳までの支給対象者のお子さんがい

る世帯につきましては、同じようにそのタイ

ミングで、振込先も所得の上限も判定できま

すのでお振込をさせていただきます。それ以

外の16歳から18歳の世帯につきましては、年

明けからこちらのほうから申請書をお送りい

たしまして、振込先などを申請していただく

ことになりますので、２回に分けてというこ

とになります。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

ですので、中学生の兄弟がおるところに関し

てはそのデータがあるので、高校生の分も振

り込んでいただけると、年内に振り込んでい

ただけるように今頑張っていただいていると

いうことで、本当に急なことですので担当課

の方の努力もあると思いますので、その点は

そうやって年内に支給しようと頑張っていた

だいていることには感謝したいと思います。

年内に頂けたら喜ぶ家庭も多いと思いますの

で、その辺はありがたいと思います。 

 では、後半の５万円に関してになりますが、

国は５万円相当のクーポン券の支給にという

ことでもあります。ただ、先ほどの答弁では、

現金給付もあり得るということを想定されて
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おると思います。では、本市において、例え

ばその５万円をクーポン券で支給するとなっ

た場合の、もしそのメリット、デメリットが

分かるのであれば教えていただければと思い

ます。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）後の後発の

５万円につきましては、今臨時国会で補正予

算として上がる予定をされているようなんで

すけれども、これがクーポンと言われていま

すけれども、クーポンになるのか現金でも可

なのかというのは今後のことになろうかと思

います。 

 おただしのメリットとデメリットなんです

けれども、まずクーポン支給をさせていただ

いたときのメリットといたしましては、目的

が子どものためにということではっきりして

いるので、支給する私どものほうも、それか

ら利用されるご家庭のほうも、子どものため

にということで特化した利用ができるという

ところがメリットであると思います。それか

ら、限定の仕方によっては地元の商店で使っ

ていただけるというところもメリットである

と考えております。それから、さきの国民全

員に10万円を給付したというところで、かな

り多くが貯蓄に回ったというところがよく言

われているんですけれども、クーポンを支給

するとなりますと貯蓄には回すことができな

いので、必ず使っていただけるのかなと思い

ます。 

 それと、逆に今度デメリットのほうなんで

すけれども、クーポンの作成には偽造を防止

するためのホログラムとかいうそういう処理

が必要となりまして、その偽造を防止できる

防止つきのクーポンを発行できる業者が市内

では見当たらないというところと、それから

そのクーポンの作成、それから業者の登録で

あったりとか、換金、支払いなど一連の業務

を行うにはかなりの期間を要するというとこ

ろがデメリットであるかなと。それから、も

ちろん振込だと現金を振り込むだけになるん

ですけれども、事務処理ということで例えば

書留であったり郵パックだったりとか、そう

いうので送る費用もかなりかかってくる。そ

れから、転出であったりして使えなくなると

いうことも考えられます。そういうところが

想定されるデメリットかなと思います。 

 これが現金支給になると、迅速な対応が可

能となってきます、メリットとしては。それ

から、口座振込のために誤配送とかの間違い

がないということと、それから利便性があっ

て、市外に転居しても使っていただけるとい

うところはメリットかなと思います。 

 デメリットとなりましたら、市外で利用さ

れるので地域の活性化にはつながらないとか、

貯蓄に回る可能性がある、もしくは子ども向

け以外にお使いになられる場合もあるかなと

いうところが懸念されるデメリットかなと思

われます。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

いろいろとメリット、デメリットをお聞きし

まして。特にクーポンになると、昨年来から

も経済対策のクーポンを本市もあげておりま

すが、今回、特に子どものためとなると限ら

れてくるわけですよね、結構。ただでさえ登

録していただかないといけない店舗があって、

そこで子どものために使えるところのお店と

なると、どうですか。突然ですけど、経済部

長として、そういうお店が橋本市にどれだけ

あるのかというと私も疑問に思うところなん

ですが、その辺どうでしょう。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）現在、使える

クーポンのお店というのが、600を超えるお店

の事業所が登録していただいています。今回
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の補正予算で対応できるクーポンについて、

果たして子どもさんがおられる家庭で、子ど

もの用品を買ってもらうためにどんな事業所

があるのかなというのを当然私たちも見てい

ます。答弁の中でもあったと思うんですが、

市内にある大手のそういった子ども用品を扱

っているところの登録がまずないなというよ

うな印象も持っておりますし、改めて事業所

が精査しないと分からないという、そういっ

た状況になるので、本当に限定しづらいなと

いうふうな印象を現段階では持っています。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

やっぱりなかなか厳しいかなと思います。で

すので、給付を紙のクーポンにするか通販サ

イトのポイントにするか、あとは現金にする

かどれにするかということを自治体が選択で

きるような方向で今話が進めていただいてい

ても、まだ決定ではないですから分からない

ですけども、進めていただいていますので、

今お聞きしている中では、橋本市では現金給

付が現実的なのかなというふうには思います

けども。また、これが橋本市民の方にとって、

子どもたちを持っているお父さん、お母さん

方にとって一番良い方法で支給していただけ

ることをここは要望させていただいて、一つ

目は終わりたいと思います。 

 では、二つ目のマイナンバーについてお聞

きしたいと思います。現在、まず本市で今マ

イナンバーの普及率というのは一体どれだけ

になっているのか、教えていただければと思

います。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）マイナンバーの交

付状況ですけれども、11月末時点で42.1％と

いうことで、ちなみに県内の自治体でいいま

すと、紀の川市、北山村に続いて３番目の交

付率というふうになっております。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

本当に担当課に関しては、普及率に関しては

いろいろ出前でやっていただいたりとかいろ

んな工夫をしていただいて、普及率を上げて

いただいていると思います。ありがたいこと

だと思います。さらに今回の２万円のポイン

ト付与ということで、さらに普及が上がると

思います。昨日の報道では、マイナンバーカ

ードを新たに取得した人に向けて最大5,000

円分が付与されるということですが、これに

関しては政府は来月にも付与を開始したいと

いう方向で今調整しているということであり

ました。ですので、新規にまた申請者が増え

るということが考えられるのではないかなと

思います。 

 さらに健康保険証に関しては、登録利用を

行った方に関しては7,500円相当のポイント、

公金受取口座の登録を行った人に対しては

7,500円相当のポイントを付与するという方

向で進めているみたいです。ですんで、この

２番目、３番目に関しては、現在マイナンバ

ーを持っている方ももちろん対象になります

ので、改めて申請に来るわけですよね、この

辺。もしご自宅でできない、ネットでできな

いという方は多分窓口に来ると思います。既

存の登録者が申請に来た場合、まず暗証番号

を打ち込まなあかんということになると思う

んですが、なかなかこれが忘れてしまってい

る方も多いということで、まずその暗証番号

をもう一度取り直すというようなことになれ

ば、またこれは窓口が混乱するということで、

新規の方が来て、そうやって既存の方も来て、

さらには日常の業務もあってということで、

市民課が大変な混雑になるんじゃないかなと

いうことは予想されます。 

 そういった面で、やはりそういったことを

防ぐためにも何らか手を打たないといけない
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んじゃないかなと思いますが、その点いかが

でしょうか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）マイナンバーの交

付に関しては、市民課が所管となっておりま

す。それで、先ほどもお話ししていただきま

したように、交付率を上げるためにいろいろ

努力してはいるわけなんですけれども、今後、

かなり増えるとなりますと、やはりスペース

の問題ですとか人員の問題等、対応が難しく

なると思いますので、人員につきましては国

の事務費等も活用して、使えるようでしたら

会計年度任用職員の採用とかにも充てていっ

て、人員の増強をしていきたいというふうに

考えております。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

そういった形で早め早めにまた手を打ってい

ただけるようにお願いしたいと思います。12

月20日からですか、これも報道で載っていま

したが、マイナンバーカードを使ってスマー

トフォンによって国内外で利用できるワクチ

ン接種証明を入手できるようにもなるという

ことですんで、これから続々とそういったデ

ジタル化を進めていくと思いますので、日常

業務に支障が出ないように人員配置などを想

定しながら取り組んでいただけるようにこち

らも、二点目も要望をしたいと思います。 

 では、三つ目に移りたいと思います。ワク

チン接種ですが、今回の接種も前回までと同

じく個別と集団の２通りでいかれるというこ

とでよろしいですか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）今回も個別

接種、集団接種を考えております。まずは、

５月17日から１・２回目の接種を開始しまし

て、県内では一番遅い開始であったんですけ

れども、医師会の先生方や、それから市民の

皆さまのご理解によりまして、現在85％の接

種率に到達することができました。また、開

始当時は電話がつながりにくいとか、それか

ら、途中ワクチンの供給量が少ないというこ

とで大変ご心配もご迷惑もおかけしたんです

けれども、市長を筆頭に職員が全力で対応を

してきたところであります。３回目接種とい

うことでまだゴールは見えないんですけれど

も、今後とも安全に接種を続けていけるよう

に取り組んでいきたいと思っています。 

 ３回目接種における個別接種は、各医療機

関ほぼ１・２回目と同じ医療機関が手を挙げ

て接種してくださるというふうに言うてくれ

とるんですけれども、集団接種につきまして

は大規模接種が８月に行ったことから、この

８か月後ということで来年４月以降には集団

接種による対応が必要と考えておるところで

す。 

 ただ、高齢者用の３回目のワクチンが、来

年２月、３月の供給分が示されたところでご

ざいまして、全国の自治体に対して高齢者分

としては、ファイザー社製と武田/モデルナ社

製が配分されることになりました。割合とし

ましては、ファイザー社が55、武田/モデルナ

社が45の割合で供給されることになっており

ます。モデルナ社製のワクチンを個別接種で

打っていただける医療機関が万が一少ない場

合、高齢者用の集団接種としてモデルナを使

って２月、３月の集団接種も必要であるかも

しれないということで、今調整中であるとこ

ろです。現在のところ、このような状況です。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）国から示される情報と

いうのはまだやっぱり限りがあるので、それ

に対応していかないけないということで大変

だと思います。また、コールセンターなども

そのまま引き続いてという形になるんでしょ

うか。 
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○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）市のコール

センターに関しましては継続して開設してい

く予定で、市民の皆さまの様々な問合せに対

応していく予定でございます。今後、市の広

報、ホームページ、また接種券の同封物など

に、お問合せはコールセンターへという周知

を行いまして、周知してまいりたいと思って

おります。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

昨日の臨時国会で、岸田総理は所信表明演説

の中で、新型コロナの新たな変異ウイルスオ

ミクロン株への対応のため、３回目のワクチ

ン接種についてはできる限り前倒しするとも

表明をしております。現場はまた大変になる

なというふうには思うんですが、この辺、市

民のためにまたいろいろとご尽力いただけれ

ばと思います。このワクチンに関しては文教

厚生委員会でも説明があるということですの

で、今日はこの辺りにしたいと思います。 

 ４番目、今後考えられることに対してです

が、先ほどもありましたようにやはりなかな

かまだ情報も、これから臨時国会が終わらな

いとはっきりとは出てこないのかなとは思い

ますし、ただ21日ですかね、臨時国会が閉会

を予定していますので、そこから一気に進む

と思います。ですんで、いろいろな対策を今

回打ち出されると思います。特に経済的にお

困りの世帯や厳しい経済状況にある学生、ま

た子育て世代に対しても給付金による支援を

行う予定になっていますし、特にまた生活に

困窮されている方には生活困窮者自立支援の

支援金の拡充など、様々なメニューを国は用

意しておりまして、総額７兆円を超える規模

を投入するとこの辺も言われております、こ

の点に関してもですね。ですんで、いろいろ

なことが突然、国、政府から提案されてくる

と思いますが、ぜひとも迅速に取り組んでい

ただければなというふうに思います。 

 昨日の岸田総理の所信表明演説の中でも、

屋根を修理するなら日が照っているうちに限

るというケネディアメリカ大統領の1962年の

演説で用いたフレーズを紹介されました。平

時、いわゆる何もないときに有事の備えを進

める重要性を説いた言葉でありますが、新型

コロナウイルス感染対策や経済対策というの

は、今、本当に感染者が落ち着いているとき

に、今現在取り組むべきだと思います。関係

各位に関しましては、本当に想定できること

に取り組んで、最悪の事態になったとしても

慌てることなく対応していただけることを要

望いたしまして、私の一般質問を終わりたい

と思います。 

○議長（小林 弘君）４番 森下君の一般質

問は終わりました。 

 この際、３時25分まで休憩いたします。 

（午後３時11分 休憩） 

                     

 


